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1. 一次資料について 

一次資料の比較対象として、ザクセン邦は、前章に掲載さ

れているザクセン一般都市建築法「Sächs.A.B.G.」、ヴュル

テンベルク邦は、官報に掲載されている都市建築令

「Württemberg. Bauordnung」(2)(3)(以下、「Württ.B.O.」

とする。) を用いる。Württ.B.O.は 1872 年、1910 年の 2

つの一次資料がある。この 2 つの法律を比較することで、

Sächs.A.B.G.が制定された 1900 年前後、ドイツではどのよ

うな傾向があったか明らかにする。 

 

2. ザクセン邦の都市計画制度 

2.1 Sächs.A.B.G.の構成 

この法律は、全 185 の条文から構成されている。その全

体構成を表 1 に示す。 

2.2 ベバウウンクスプラン(BP)について 

第 3 章、第 15条では BP の定義が規定されており、未建

築の敷地を新規開発する場合は、プランとして BP が必要 

であるとされている。ここで、第 15 条には「地区」という

記述がないため、既往研究のように「BP」を「地区計画」 

 

 

と訳すことはふさわしくないと思われる。第 16 条では、BP

で特に規制すべき内容として、a)街並線(Fluchtlinie)注１）、b)

建築形式、c)水路の修正、計画地域での排水設備、街路の上

下の交差の 3 点が挙げられている。そこで、この研究では、 

 
表１ Sächs.A.B.G.全体構成 

表２ SächsABG 計画基準(第 18条) 



原典として官報を用いる。第 18 条の内容を分析した結果、

BP 策定の基準と、12 項目の計画基準が確認できた。その

計画内容と計画基準を表２に示す。 

 

3. ヴュルテンベルク邦の都市計画制度 

3.1 1872 年の都市建築令 

この法律は、全 95 の条文から構成されている。その全体

構成を表 3 に示す。ここではザクセン邦の BP に対応する

用語として、オルツバウプラン(Ortsbauplan) と記されて

おり、計画内容は街並線や建築線(Baulinie)についてであっ

た。建築条例は「Ortsbaustatut」と記されている。計画基

準は法律で明示されず、市町村ごとの建築条例で詳細に規

定されることになっているが、ひとつの法律の中に都市計

画と建築に関する規定が一体して定められているという点

では、ザクセン型といえる。 

 

3.2 1910 年の都市建築令 

 この法律は全 129 の条文から構成されており、1872 年の

ものと比べて、条文数や章が多いことが確認できる。その条

文の全体構成を表 3 にまとめる。計画内容は、建築線、街

並線と、前法から変更はなく、この法律では、BP を

「Ortsbauplan」、建築条例は「Ortsbausatzung」と記され

ている。第 11、12 条では、表 4 の計画基準が確認できた。

ここで、現在のドイツでは、市町村のある一定の地区ごとで、

計画内容と建築条例が定められていることが明らかになっ

た。これは現在の BP の文言表示にあたると思われる。 

 

3.3 両都市建築令の比較 

 1872 年と 1910 年の両法を比較する。規定内容について

は相違がなかった。しかし、1910 年の法律の第 11 条、第

12 条の規定は、1872 年の法律にはみられなかった。 

 

4. まとめ 

以上のことから、法体系の仮説について、ザクセン邦、ヴ

ュルテンベルク邦について確認できた。現段階の結果とし

て表 5 にまとめる。 

Sächs.A.B.G.は、都市計画の計画内容、計画基準の概要は、

既往研究で紹介されている内容とほぼ等しい。しかし、その

定義については、新規開発地のプランとするだけで、地区計

画を対象とするとは書かれていなかった。 

Württ.B.O.については 1872 年、1910 年のいずれの法律

も、計画内容は街並線や建築線と相違はなかった。しかし、

1910年の法律にのみ計画基準が見られたことから、1900年

の Sächs.A.B.G.制定以降、ドイツでは法律で計画基準を定

めようとする傾向があり、ザクセン邦の影響がみられた。 

 

5. 今後の課題 

ヴュルテンベルグ邦の法律内容を紹介することはできた

が、その運用について調べることで、都市計画制度の実態

がより明らかとなる。また、その他の邦の制度を調べるこ

とで、ドイツ帝国期の制度の全体像を明らかにすることが

できる。 

表３ 両都市建築令の比較表 

表 4 計画内容、計画基準(第 11条、12 条) 

表 5 法体系の相違(現段階) 

[脚注］ 
注 1) 石田は、「Straßenfluchtlinie」を「街路線」、「Baufluchtline」を「建築線」とあてて

いる。そして、街路線と建築線を合わせた「Fluchtlinie」を「規定線」と訳語をあて
た。 

   本研究ではこの「Fluchtlinie」を「街並線」と訳をあて、研究を進める。 
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